
 
介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.941 

令和 3年３月 19日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）（令和３年３月 19日）」 

の送付について 

 

計 17枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 19日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

（令和３年３月 19日） 

 

【全サービス共通】 

○ 人員配置基準における両立支援 

問１ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後

休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常

勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有す

る」かについてどのように判断するのか。 

（答） 

・ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離

職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

 

＜常勤の計算＞ 

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護

の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の

短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

 

＜常勤換算の計算＞ 

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間

の短縮等を利用する場合、週 30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27年４月１日）問２は削除する。 

 

＜同等の資質を有する者の特例＞ 

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準

ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の

非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。 

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしてい

た、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資

質を満たすことである。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.952 

令和 3年３月 26日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月 26日）」 

の送付について 

 

計 88枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 26日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） 

（令和３年３月 26日） 

 

【全サービス共通】 

問１ 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が

１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修

を定期的にしなければならないのか。 

（答） 

・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密

にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただき

たい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあ

ることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

 

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業

所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て

開催することが考えられる。 

 

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会と

の合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による

外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 

 

○ 指定基準の記録の整備の規定について 

問２ 指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定

権者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。 

（答） 

・ 指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めていただきたい。 

 

・ なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれば、指定基準

違反になるものではない。 
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【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、

居宅介護支援を除く）】 

○ 認知症介護基礎研修の義務づけについて 

問３ 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有し

ていない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 

（答） 

  養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知

症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福

祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明

書により単に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。 

 

問４ 認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能

か。 

（答） 

 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知

症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 

 

問５ 認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすること

が可能か。 

（答） 

  認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温

かく見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認

知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施

する上での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内

容が異なるため、認知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 

 

問６ 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携

わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか 

（答） 

 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる

可能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、

認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実

施するためには、人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直

接介護に携わらない者であっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施

設において積極的に判断いただきたい。  
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○ 外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて 

問７ 外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 

（答） 

 ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の

員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在

留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。 

 

問８ 外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載

する必要があるのか。 

（答） 

 認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技

能実習制度運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画への記載は不要であ

る（令和６年３月までの間、努力義務として行う場合も同様。）。なお、受講に係る給与や

時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習

指導員が適切に管理することが必要である。 

 

問９ 事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習

中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14日間の自宅等待機期間中に受講

させてもよいか。 

（答） 

・ 入国後講習中の外国人技能実習生については、入国後講習の期間中は業務に従事させな

いこととされていることから、認知症介護基礎研修を受講させることはできない。一方、

新型コロナウイルス感染症対策のための入国後 14日間の自宅等待機期間中であって入国

後講習中ではない外国人技能実習生については、受入企業との間に雇用関係がある場合

に限り、認知症介護基礎研修（オンラインで実施されるものに限る。）を受講させること

ができる。 

 

・ なお、実際の研修受講にあたっての取扱い等（※）については、実施主体である都道府

県等により異なる場合があることにご留意いただきたい。 

（※）研修の受講方法（ｅラーニング、Zoom等による双方向型のオンライン研修、集合

研修）、料金（補助の有無等）、受講枠など 
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問 10 外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教

材は提供されるのか。 

（答） 

 令和３年度中に、日本語能力試験のＮ４レベルを基準としたｅラーニング教材の作成

を行うとともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語（フィ

リピン、インドネシア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャ

ンマーの言語）を基本として外国人介護職員向けのｅラーニング補助教材を作成するこ

とを予定している。 
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【居宅療養管理指導、通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生

活介護】 

○ 管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理

体制加算について 

問 15 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算

定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養

士を１名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定

せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼

務できるのか。 

（答） 

入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常

勤の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例：100床以上の

介護老人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼

務することはできない。 
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【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）特定施設入居者生活介護、

地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能型居宅

介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護

小規模多機能型居宅介護】 

○ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

問 20 令和２年 10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３

年４月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 

（答） 

算定できる。 
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【サービス提供体制強化加算】 

問 126 「10年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、勤続年数は

どのように計算するのか。 

（答） 

・ サービス提供体制強化加算における、勤続 10年以上の介護福祉士の割合に係る要件に

ついては、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10年以上の者の

割合を要件としたものであり、 

－ 介護福祉士の資格を取得してから 10年以上経過していることを求めるものではない

こと。 

 

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

－ 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、

職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員

に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続

年数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行

われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

 

・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介

護職員の「勤続年数 10年の考え方」とは異なることに留意すること。 

 

※ 平成 21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Voi.１）（平成 21年３月 23日）問５は削除する。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.953 

令和 3年３月 2９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.４）（令和３年３月 2９日）」 

の送付について 

 

計 24枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 

 
PDFsam_qa4 13



 
事 務 連 絡 
令和３年３月 29日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ サテライト事業所 

問 28 既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所

に移行することは可能か。 

（答） 

・ 可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営

していると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定を指定権者である

市町村から受ける必要はなく、変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧の変更

の届出のみで差し支えない。 

    

・ なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業所ごとに行

うこととされていることから、別の指定となる認知症グループホームの本体事業所及び

サテライト事業所が既に指定を受けている場合には、既存の事業所番号を用いることと

し、事業所番号を変更する必要はない。 

 

※ （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所につ

いても同様の取扱いとする。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.965 

令和 3年４月９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.５）（令和３年４月９日）」 

の送付について 

 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年４月９日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」の

送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」を

送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村

又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろし

くお願い申し上げます。 

PDFsam_qa5 17
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【（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 通所困難な利用者の入浴機会の確保 

問７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提

供について、連携方法や費用負担についての考え方如何。 

（答） 

看取り期等で通いが困難となった利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供に当た

っては、当該サービスの提供に関する連携方法、費用負担について、事業者間で調整及び

協議の上、決定されたい。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.966 

令和 3年４月 15日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.６）（令和３年４月 15日）」 

の送付について 

 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年４月 15 日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和３年４月 15 日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和３年４月 15 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知

症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 栄養アセスメント加算について 

問２ 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」と

されているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答） 

科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和３年介護報酬改定に関す

るＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）問 16 を参考にされたい。 
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【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】 

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、

栄養マネジメント強化加算について 

問 16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」

とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答） 

・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月

において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、

当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、

システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができ

なかった場合がある。 

 

・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、

必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であって

も、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

 

・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要があ

る。 

 

問 17 ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報

が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答） 

ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いた

だくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を

収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の

提出自体については、利用者の同意は必要ない。 

 

問 18 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定

に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 

（答） 

加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者

を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が

得られた利用者又は入所者について算定が可能である。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.991 

令和 3 年６月９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、 高齢者支援課 、認知症施策 ・地域介護推 進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.10）（令和３年６月９日）」 

の送付について 

 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年６月９日 

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の

送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」を

送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村

又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろし

くお願い申し上げます。 
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10） 

（令和３年６月９日） 

 

【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知

症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 栄養アセスメント加算について 

問１ 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算

定事業者はどのように判断するのか。 

（答） 

利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所

について、 

・ サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性

や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、 

原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。 
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【居住系・施設系サービス共通、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算

について 

問２ サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合に

ついて、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

（答） 

・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、

サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を

行っていただくこととしている。 

 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30日

未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場

合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必

要ないものとして差し支えない。 

 

・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の

算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サー

ビスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が

必要となる。 

 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進

加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

 

【通所系・居住系・施設系サービス共通】 

○ 科学的介護推進体制加算について 

問３ サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合につ

いて、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

（答） 

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する

必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提

出でも差し支えない。 
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